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問 今年の初夏は、アナグマやアライグマによる農作物へ
の被害が前年度までと比べて大幅に増えました。「捕獲

機を借りに役場に出かけたが、貸出用の10 個が全て貸し出さ
れており、1か月以上持たなければならなかった。増やしてほ
しい。」ということでした。担当課に聞くと「今までこのようなこ
とがなかった。一時的なことか、秋にもこのようなことが起こ
るのかを見て、対策を考えたい。」ということでした。農家の方
に伺うと、秋にも待たねばならなかったとのことでした。待た
れた方は、最大時どれぐらいおられましたか。来年度も農作物
に被害をもたらすことになると予想されます。捕獲機の個数を
増やすなどの対応が必要と考えますが、どう対応されますか。

答 最大時10人の方に待ってもらいました。現時点まで
の貸出は60 件ありました。農作物被害を受けてお

られる皆様に安定的に捕獲機を貸し出せるよう、既に新年度
に向けて計画して取り組んでおります。

問 難聴障害の方は補聴器を購入する際に補助を受ける
ことができます。加齢による老人性難聴でも程度に

よっては障害者手帳が交付され、補聴器購入時に補助が受
けられます。多くの方はこのことを知りません。広報で分か
りやすく毎年知らせる必要があると思います。補助が受けら
れる最低レベルは６級で、両耳の聴力レベルが70dB以上で
す。しかし、これではわかりにくいため「40ｃｍ以上の距離
で発声された会話が聞き取れない状態」と具体的に明記し
ていただきたい。障害者手帳の申請方法や補聴器補助を受
けるまでの手続きは、わかりやすい図と文章で表記し、補
助金額（耳掛け式は43,900円、ポケット式は37,600円、そ
れ以上は差額の金額を自己負担）や補助金は５年に一回も
らえること、修理代も格安（修理代の全額または90％の補助）
になることなど詳しく紹介し、それと共に、手帳を取得する
ことで受けられる割引（タクシーや電車、バス代、高速道路
代、携帯利用料等）、所得税 27万円や住民税 26万円の障
害者控除が受けられることも知らせるべきではないですか。

答 年1回、広報に補助制度や手続き等をわかりやすく
掲載し、周知していきたいと考えております。受ける

ことができるサービスや割引等については、「障害児者福祉

のしおり」を配布することで周知させて頂きます。

問 老人性難聴が進むと日常的な会話に支障をきたし、
人とコミュニケーションが取りにくくなります。人の集

まりに足が遠のき、引きこもりがちにもなります。そうならな
いために、手帳のない方にも補聴器購入時に１万円～３万5
千円の補助を行っている自治体があります。コロナ禍の中、
感染防止のためにソーシャルディスタンスが求められ、会話
が聞き取りにくい状況になっています。条件を設けて補助金
を1万円からでも検討してはどうでしょうか。

答 町単独の補助制度については周辺市町でも実施がな
く、実施については、今後周辺市町の状況や町の財

政事情を考慮しながら、研究していきたい。

問 周辺市町の状況を考慮するのではなく、周辺市町村
に先駆けて高齢者の方の生活を励ましていただける

よう研究していただきたい。

答 町の単独助成制度の導入は慎重に検討すべきで、今
後の研究課題とさせていただきます。

問 来年度、南紀の台とパブリック地区の新入生は36名
あると聞きました。定員50 名に対して、新入生が朝

全員コミュニティバスに乗車すると１年生から４年生までの乗
車数は62名となり、12名オーバーすることになります。希望
状況を把握して希望者全員が乗車できるような対応をお願いし
ました。増車や町の車を活用するなどの対策が必要になる可
能性があると考えますが、どのような対応を考えていますか。

答 来年度入学の１年生36名の保護者からアンケート調
査を行い、どうしても乗車したい児童の希望をとり、

現在乗車している2台のバスに、ひょうたんバスの乗車も含
め、３台のバスを活用し、ソーシャルディスタンスを保ちなが
ら、乗車できる状況を探りたい。

【答弁者】産業建設課企画員、住民生活課企画員、教育長、

教育委員会総務課長

※この他「教員の変形労働時間制導入の問題点について」質

問をしています。

１．アライグマ、アナグマ等による農作物への被害対策について

２．老人性難聴への補助について

吉 本 和 広 議員

質問方式
一問一答

１．アライグマ、アナグマ等による農作物への被害対策について
２．老人性難聴への補助について
３．教員への変形労働時間制導入の問題点について
４．コミュニティバス通学希望者への対応について

こ こ が 聞 き た い !

YouTube QR コード

３．コミュニティバス通学について
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問 「歴史」「伝説」、いずれにしても現在に生きる私たち
にとって未来への道標になるものと考える。貴重な記

録・文書・遺跡・史跡等の多くがお寺や神社、また個人所有
のものがたくさんある。定期的に存在を確認しておられるか。
何かの機会、知らない間に処分・壊される可能性はないか。

答 和歌山県が文化財保護指導員を設置し、１名が町内
にある国・県・町指定の有形文化財や埋蔵文化財包

蔵地のパトロールを年２回実施している。町の生涯学習課に
おいて、台風や大雨のときなど巡回を行い保護管理に努めて
いる。ただし、所蔵品については所有者によるところが多く、
常に把握できているという状況ではない。個人所有物の紛
失の可能性はないとは言い切れない。

問 『上富田町教育委員会点検評価報告書』を受けて、
学芸員の配置の必要は感じておられるか。

答 町は、世界遺産や国指定の史跡や天然記念物を有し
発掘調査や今後の活用、数多い埋蔵包蔵地に対す

る機動的な現場対応も必要であることから、学芸員登用の
必要性は感じているし、国や県からも配置について求められ
ている。町当局と協議を進めていきたい。

問 日本人が世界や社会で活躍するためには、基本はや
はりしっかりとした国語力を身につけることだと考え

る。学校ではどういったことに重きを置いて教えておられるか。

答 『学習指導要綱』に、国語を適切に表現し、正確に
理解する能力を育成し、伝え合う力を高めるとともに

思考力や想像力及び言語感覚を養い、国語に対する関心を
深め、国語を尊重する態度を育てると定められています。学
校では、日本文化の伝承、言語の教育を基にしながら、話す・
聞く・書く・読むことの領域の中で指導することになっていま
す。また、書き方の指導については、書写の時間が設定され、
文字を正しく整えて書くことや基礎基本を学習し、日常生活
に活かせるようにしています。今日の国際社会の中では、論
理的思考が重要であり、自分の考えや意見を論理的に述べ、
問題を解決する力が求められています。学校や家庭で読書
活動を充実させたり、読書に親しむ機会を増やしたり、文章
を書く機会を増やしたりして、国語力の育成を図るとともに、
その基盤となる教員の指導力向上に取り組んでいます。

問 四方を海に囲まれて四季がある美しい国日本、多様な
歴史、文化から文字が紡がれてきた。しっかりと学校

で読み書きの基本を身に付けてやって欲しい。今、国の施策、
学校でＩＣＴ教育（情報通信技術を用いた教育）、オンライン
の授業などデジタル機器を使用できる環境が加速度的に整
備されつつある。先生方にはどういう能力が求められるか。

答 子供の興味関心を高め、個々の子供の調べ学習や、
自分に合った進度で学習ができる。理解度や関心の

程度に応じた個別学習が可能となるように取り組む。将来、
子供同士がタブレット端末を用いて意見交換ができ、学習を
高め合うことができるようにすることなどの能力が求められ
ています。

問 デジタルコンテンツ、素晴らしい可能性が秘められて
いる一方で、思考能力を不活性化、退化させていく

ような気がしてならない。デジタル機器を常習的に使ってい
くことで、特に書くということが学校においておろそかにな
る可能性はないか。

答 デジタル化の中で、長年培ってきている平仮名や漢
字などの文字文化は、趣旨を通して書くという作業

活動が今後、より重視しなければならないと考えます。体験
的な学習ができなくなり、漢字などの定着がしにくくなるとい
う懸念もありますので、ワークシートやノートづくりなどを丁
寧に進め、読み書きとデジタル化の調和が取れた教育活動
の充実を図ることがより大切と考えています。

問 国語力は県内でどんなレベルか。読む・書くことの到
達度はどうか。

答 昨年の結果から、各校でばらつきは見られるが、町
の平均は国及び県の平均から少し下回っている。書く

こと、感想や読み取り内容をまとめる、意見を書くことなど、
これは課題となっています。特に、複数の条件を結び付け
て書くことが苦手となっています。インターネット環境の急激
な普及の中で、ＩＣＴを適切、安全に使いこなす能力、情報
活用能力の育成が急務です。しかし、ＳＮＳ等では短文で済
ませてしまうことが多くあり、論理力や文章力、判断力や対
面でのコミュニケーション低下、依存症による健康への影響
も懸念されます。さらなる情報教育、また書く活動等を充実
するように取り組んでまいりたいと考えています。

【答弁者】教育長、教育委員会生涯学習課長

※この他「国民文化祭について」の１項目についても質問をし

ています。

１．学芸員の配置について

２．学校で教えてほしいこと

松 井 孝 恵 議員

質問方式
一問一答

１．学芸員の配置について
２．学校で教えてほしいこと
３．国民文化祭について

こ こ が 聞 き た い !

YouTube QR コード
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問 コミュニティバス検討委員会の皆さん、准教授のアド

バイスなど、その後の検討はどうか。

答 検討委員会では、福祉バスとしての運行と、通学の

ための運行と二つの目的を同時に解決させることに

困難性があるとの認識と、准教授のアドバイダーからは、路

線変更とダイヤ改正は大変難しい課題であるが様々なアドバ

イスを行っていくとなっている。

また、庁舎内で幅広く所管する専門分野の担当者が住民の

移動手段における議論を行い、たたき台を作成し検討委員

会で議論し、成案に近づけて行こうと考えている。

問 アンケートや住民の声をどう生かすかについて、町長

として、この声をどのように考えるか。

町 長 アンケートで得られた皆さの切実な声は、重く

受け止めている。

よりよいくちくまのコミュニティバスの再構築を目指していく。

問 75 歳を境にして、健康状態は低下し、生活機能が

衰えてくるとされているが、町内においても、移動手

段が困難になってくる高齢者が増加することが予想される。

誰もが生き生きと住み続けるための交通政策について、町長

はどのように考えるか。

町 長 交通政策については、交通空白地帯における交

通弱者に対する交通手段の確保である。

利用される方からの声をもとに、検討を重ねていくことが肝

要であると考える。

また、移動外出支援については、地域のボランティアの皆さ

んの支えで実施している事例もある。そのような発案があり、

相談があれば、行政として何ができるか協議していきたい。

問 子どもに係る均等割りの負担軽減について、令和 2

年度は、家族の人数によって課せられる均等割額は

増額となっている。

子どもに係る均等割の全額免除した場合、900万余りとの答

弁であった。

国保基金を使って子どもに係る均等割りの減額を実施できな

いか。

町 長 本来、財源も含め国の責任に於いて実施すべき

ものと考えている。

子どもに係る均等割保険税の軽減措置を国に要望している。

来年度の国保税については、基金を繰り入れ、県の標準保

険料率よりも国保税率を下げ負担軽減をしていきたいと考え

ている。

問 今ある3億 6000万円の国保基金を令和 9年度まで

見通しを立てて、国保世帯の子どもの均等割りの減

額も考えの中にあっていいのではないか。

国保運営協議会での協議となっているが、行政主導の提案

で決定しているのが現状。

町長として、来年度はどのようにしていこうと考えているか。

町 長 全額使うことはできないが、国保運営協議会に

諮り、令和3年度も基金を取り崩す方向で考え

ている。

【答弁者】町長、総務政策課企画員

１．誰もが生き生きと住み続けられる地域交通に

九鬼 裕見子 議員

質問方式
一問一答

１．誰もが生き生きと住み続けられる
　　地域交通に

２．国民健康保険税の負担軽減を

こ こ が 聞 き た い !

YouTube QR コード

２．国民健康保険税の負担軽減を

− 3−



問 国は、イノシシ、ニホンジカについて個体数を半減さ
せるため、狩猟期間中の１１月１日から３月１５日を集

中捕獲キャンペーンと位置づけ、１２月６日に和歌山県田辺市
で都道府県初の捕獲キャンペーンの決起集会を開催しまし
た。なぜ国が狩猟キャンペーンを実施したのか、全国的な課
題や背景についてお聞きします。

答 イノシシ、ニホンジカが平成の３０年間で大きく数を
増やし、農作物を食べたり、町に下りてきて問題を

起こしたりと、被害が増え続けています。
　現状の年間１２０万頭程度の捕獲頭数では、国が定めたイ
ノシシ、ニホンジカの個体数を令和５年度までに半減させる
全国目標の達成が困難な状況であるため、農林　水産省と
環境省では、ニホンジカ、イノシシの捕獲を強化して、生息
頭数を半減させることで農作物被害の大幅な減少を図るた
め、令和２年度の狩猟期間を、鳥獣被害防止に向けた集中
捕獲キャンペーン期間と位置づけ、都道府県や関係機関など
が連携し、捕獲の取組を推進しています。和歌山県でも、よ
り一層の捕獲を推進するため、関係者が一堂に会した決起
集会を、去る１２月６日に田辺市内で開催されたところです。
　町としましても、引き続き猟友会の皆様方のご協力の下、
有害鳥獣捕獲事業などを進めます。

問 全国狩猟キャンペーンでは、毎年の捕獲実績から捕
獲頭数を約２０万頭上積みし、１４０万頭とし、必要

な捕獲活動や、自治体、猟友会等による体制整備等の活動
に対して、国として予算支援を実施するとしていますが、各
自治体への予算支援についてお聞きします。

答 国から各自治体への支援についてですが、捕獲の強
化に伴い、期間中の捕獲経費を各都道府県に対して

別枠予算で支援するとされているところです。
　今現在、町の通知等は来ておりませんが、内容等を確認
して進めていきたいと考えています。

問 野生動物が人里近くまで出没してきている原因は、
生産調整の果実や野菜くずを畑周辺に投棄するのも

一つの原因ですが、山林の手入れ不足や中山間地の梅畑や
棚田等の耕作放棄地がすみかや姿を隠す場所になっている
のが一番の大きな原因と言われています。
　町として放置林や耕作放棄地を増やさない、また、耕作
放棄地の草刈りの呼びかけ等、地域住民への周知、働きか
けについてお聞きします。

答 耕作放棄地等への生息環境、地域住民への周知や
働きかけについてですが、獣類の生活環境の問題に

ついて、引き続き耕作放棄地の発生防止対策で実施してい
る農地中間管理事業の推進や雑草除去等による農地の保全
管理について、広報等で周知してまいります。

問 年間多くの頭数を捕獲する狩猟者から、捕獲したも
のは肉を食べ供養しているけれども、多くの残渣が

出るのでそれを処理できるところがあればすごく助かると、
個体処理施設を要望する声が聞かれます。他の自治体の一
部では、クリーンセンター内で焼却処理をしているところも
ありますが、上富田町では処理をする施設がありません。捕
獲後の個体処理についての考えをお聞きします。

答 捕獲鳥獣については、鳥獣の保護及び管理並びに狩
猟の適正化に関する法律の規定において、個体を放

置することなく、狩猟者の責任において自家消費や埋設等に
よる適切な処分を行うことが基本とされています。
　イノシシやニホンジカについては、捕獲した個体を解体し、
肉を取り、残渣を埋設等されています。
　市町村により状況も異なるため、関係者の協力の下、国
や県と協議し、研究してまいりたいと考えています。

【答弁者】産業建設課企画員

１．狩猟の現状について
　　①国の狩猟キャンペーンについて

　　②捕獲後の個体処理について

田 上 明 人 議員

質問方式
一問一答

１．狩猟の現状について

こ こ が 聞 き た い !

YouTube QR コード
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「ゼロカーボン」とは、地球温暖化の原因となる二酸化炭素

やメタンなどの温室効果ガスの排出自体を抑制するだけでな

く、逆に排出された温室効果ガスを吸収する量。出す量と取

り込む量をプラスマイナスゼロにすること、これをゼロカーボ

ンといいます。進行する地球温暖化は世界各地で異常気象

や環境破壊などの被害を引き起こし、深刻な問題となってい

ます。上富田町においても平成23年台風12号災害をはじめ、

毎年のように起こる集中豪雨など、避けては通れない大きな

問題となっている。2015 年に合意されたパリ協定では「平均

気温上昇の幅を２度未満とする」目標が国際的に広く共有さ

れているところです。

問 地球温暖化対策の推進に関する法律の施行から、当

町での取り組みは。

答 町の総合計画で地球温暖化防止施策として、循環型

社会における取り組みを掲げ、リサイクル、再資源化、

公的施設の一部に太陽光発電の導入や、クールビズの導入

等々がある。

問 「ゼロカーボンシティ宣言」この宣言について上富田

町はどう考えていくのか。

答 宣言について地球温暖化防止施策という観点で当然

至急に取り組むべきことであると考える。

広域的に取り組めないものか、県や周辺市町などと情報共

有を図りながら前向きに考えたい。

問 宣言・表明にかかわらず、さらなる環境負荷低減を目

指し町民の行動変容を促すための取組が検討できな

いか。

答 現在取り組んでいる活動や住民の生活の中でも脱二

酸化炭素につながることが多くある。

今後、町としてあらゆる機会をとらえ住民に理解を深めて頂

く様、啓発していくべきと考える。

【答弁者】町長、住民生活課企画員

１．環境省が呼びかけるゼロカーボンシティについて

正 垣 耕 平 議員

質問方式
一問一答

１．環境省が呼びかける
　　「ゼロカーボンシティ」について

こ こ が 聞 き た い !

YouTube QR コード
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問 我が国日本の言語は日本語と手話です。今回、手

話言語条例の制定について質問するに当たり、手

話について調べたのはもちろんですが、まず、私自身が

手話に対する理解を深める必要があると思い、県が主催

する手話講座に通い、全講座を修了しました。

　併せて、生まれつき耳の聞こえないろう者の方、手話

通訳士、手話サークル代表の方々等関係者の方々にヒア

リングを行い、手話言語条例の必要性を感じている次第

です。

　２０１３年に日本で初めて鳥取県が手話言語条例を制

定しました。それから全国の自治体にも拡大していき、

和歌山県においても現在１３の市町が手話言語条例を制

定しています。

　聴覚障害者が安心して意思疎通ができて暮らせるよう

に、手話でコミュニケーションしやすい地域社会の構築

を目指すための手話言語条例の制定が当町も必要だと

考えますが、見解を伺います。

答 令和３年度には、手話奉仕員養成研修事業の実

施に向けて広域での実施も視野に入れ、近隣の

自治体と協議を重ねております。

　令和３年度の予算にも計上しており、承認されれば年

度途中から実施する予定となっております。

町としても手話については関心を持っているところでござ

います。

　本町における手話言語条例の制定への見解について

ですが、令和３年度に養成研修を行う予定などもあり、

条例の制定は必要と考えます。令和３年度中に制定でき

るように取り組んでいきたいと考えております。

【答弁者】町長、住民生活課企画員

１．手話言語条例の制定について

山 本 哲 也 議員

質問方式
一問一答

１．手話言語条例の制定について

こ こ が 聞 き た い !

YouTube QR コード
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問 我が国では、社会福祉制度の複合的な課題解決の

ために地域共生社会の実現を掲げ、現在その具体化
に向けた改革を進めている。先の国会で３つの支援を一体
的に実施する重層的支援体制整備事業が創設されることと
なったが、国からの実施意向などに関するアンケートにはど
う回答されたのか。

答 本町では実施に向けた検討を行っていないが今後実
施する可能性がある、と回答している。

問 本町の福祉の相談窓口で、８０５０問題やダブルケア
などのような複合的な課題に対する窓口の受け入れ

体制の現状はどうか。

答 現状の窓口だけでは対応困難な相談もあり、その場
合、関係する全ての部署で対応し、相談者の移動を

最小限にした形を取り、断らない支援に努めている。また、
令和３年度には庁舎内に相談室を設ける。

問 今後、重層的支援体制整備事業を行うに当たり、町
にはどんな課題があるのか。

答 職員体制や予算など、様々に協議と検討が必要であ
る。職員については、専門的な知識や豊富な経験が

必要となり、人材育成は短期間では難しい。事業内容によ
り事業所への委託も検討に入れると、受け皿となる事業所
の調整、体制整備も必要である。

問 上富田町でも老齢人口の増加率が高まっている。包

括的な支援がますます必要になるが、現在の職員数

でその課題をカバーできるのか。令和３年４月には１６年ぶり

の機構改革が行われるが、本町における地域共生社会に向

けてという観点からすると、この改革によりどのような効果

が期待できそうか。

答 今回の機構改革は、高齢化が進み人口減少対策が

求められていることや地方分権の流れによる業務の

増加という課題を解決し、新時代に対応できる行政運営を目

指すものである。そのために、ワンストップサービス等、町

民にとって分かり易く、かつ、充実する体制とすることを目的

としている。

地域共生社会では、様々な担い手が制度ごと、分野ごとに

とどまらず、課題に対し包括的に支援することが求められて

いる。これまでの枠組みでは解決が難しかったことを、今回

の改革により機動的にできるものと考えている。マンパワー

不足ではないかという指摘に対しては、今後も専門職も含め、

全体的な職員の中でカバーしていく形で取り組んでいく。

【答弁者】町長、住民生活課企画員

１．地域共生社会の実現に向けて

中 井 照 恵 議員

質問方式
一問一答

１．地域共生社会の実現に向けて

こ こ が 聞 き た い !

YouTube QR コード

※８０５０問題とは・・

８０代の親が５０代の中高年の引きこもりの子どもを

養う問題のことで、長期化した引きこもりに関する社

会問題のこと。

※ダブルケアとは・・

　育児期にある者（世帯）が親の介護も同時の行うこと。

※重層的支援体制整備事業とは・・

①相談支援　②参加型支援　③地域づくり支援

の３つの支援事業を一体的に実施することで相互作用

が生じ、支援の効果が高まることになる。
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12 月
  議会

会期 （令和２年１２月１０日～２３日） 
１４日間

補正予算の主な事業内容等は、次のとおりです。
＜一般会計補正予算第６号＞…今回２億９，１３７万２千円を追加し、
　　　　　　　　　　　　　　　  総額を８５億８，６４６万１千円としました。

町当局から提案の３１議案は全て可決しました。また令和元年度
１３会計の決算についても、１２議案を認定、内１議案を認定及び
可決としました。

補正予算の主な事業内容等は、次のとおりです。

◎総務費
　・生活支援給付費　………………………………………………………… ７, ９５０万円
　　　（住民１人あたり５千円の生活支援金を給付、対象は 15,700 人　事務費を含めて）

　◎民生費
　　・保育所運営費　…………………………………………………… ５, １０８万４千円
　　　（なのはな保育所の駐車場土地を特別会計宅地造成事業から移管するための土地購入費）

◎衛生費
　・清掃総務費　………………………………………………………… １, ０６８万４千円
　　　（建設中の紀南広域最終処分場で崩土が発生したため復旧工事費等としての負担金）

◎農林水産業費
　・農業総務費　………………………………………………………………… ４３０万円
　　　（市ノ瀬小山地区の農業揚水機改修工事請負費）

◎土木費
　・都市計画費　…………………………………………………………… ８８６万５千円
　　　（公共下水道施設の修繕料等の増加に伴い、特別会計への繰出金）
　・住宅管理費　………………………………………………………………… ２００万円
　　　（町営住宅の修繕料）

◎教育費
　・学校管理費　…………………………………………………………………… ７２万円
　　　（朝来小学校の通学路に防犯カメラを設置するための工事請負費）
　・中学校管理費　………………………………………………………… ２２１万１千円
　　　（新入生の増加に伴い、タブレット端末３０台分の購入費）
　・体育施設管理費　……………………………………………………………… １８０万円
　　　（野球場スコアボードの修繕料）
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条　例　関　係

◎上富田町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法
律に基づく固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例

（上位法である中小企業の事業継承の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法
律等の一部改正に伴い条例ずれの改正をするもの）

◎町長等の給与及び旅費に関する条例及び上富田町議会議員の報酬及び費用弁償
等支給条例の一部を改正する条例

（国の特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律に準じて、本条例の一部を改正するもの）

◎職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例
（本年度の人事院勧告及び和歌山県人事委員会勧告による給与改定等に準じて本条例の一部を改正するもの）

◎上富田町特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例
◎職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例
◎上富田町総合計画審議会設置に関する条例の一部を改正する条例
◎上富田町住居表示審議会設置に関する条例の一部を改正する条例
◎上富田町子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例
◎上富田町都市計画審議会条例の一部を改正する条例
◎上富田町学校給食センター条例の一部を改正する条例
（上記７条例は、令和３年４月の機構改革に伴い課名の変更となるため本条例の一部を改正するもの）

◎上富田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例
（令和２年度から施行される会計年度任用職員制度の導入に伴う改正と休暇等に関する規定の改正を行うた

め本条例の全部を改正するもの）

◎上富田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
（会計年度任用職員の期末手当につき、職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例に準じて本条例の

一部を改正するもの）

◎上富田町印鑑条例
（令和３年２月から印鑑登録証明書のコンビニエンスストアでの交付に対応するため本条例の全部を改正す

るもの）

◎上富田町手数料徴収条例の一部を改正する条例
（行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正に伴い、マイナンバー通知カードが廃

止されたことから、本条例の一部を改正するもの）

◎上富田町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例
（地方税法等の一部を改正する法律による地方税法の改正に伴い、延滞金の割合に係る名称を改めるため、

本条例の一部を改正するもの）

◎上富田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例
（令和３年度からのごみ処理の広域化により、処理費用が増加することから、歳入確保を行うため、ごみ処

理手数料の一部を改定するため、本条例の一部を改正するもの）
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◎上富田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例
（個人所得税の見直しに伴い、国保税の軽減判定の基準への影響をなくすため、本条例の一部を改正するもの）

◎上富田町介護保険条例等の一部を改正する条例
（地方税法等の一部を改正する法律による地方税法の改正に伴い、延滞金の割合に係る名称と、令和３

年４月の機構改革に伴い課名の変更となることから本条例の一部を改正するもの）

◎上富田町介護保険事業計画等策定委員会設置条例
（要綱において設置、運営していました上富田町介護保険事業計画等策定委員会を新たに条例に規定す

るため、制定するもの）

◎上富田町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
（新たに設置しました駐車場の月額料金の改正と地方税法等の一部を改正する法律による地方税法の

改正に伴い、延滞金の割合に係る名称を改めるため、本条例の一部を改正するもの）

◎上富田町議会議員及び上富田町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例
（公職選挙法の一部を改正する法律の施行に伴い制定するもの）

◎上富田町議会委員会条例の一部を改正する条例
（令和３年４月の機構改革に伴い課名の変更となることから本条例の一部を改正するもの）
４月より委員会の名称が変わります。
総務教育常任委員会 → 総務文教常任委員会　 産業民生常任委員会 → 厚生建設常任委員会

◎道の駅くちくまのについて
上富田町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例第４条の規定により

「株式会社くちくまの」を指定管理者と指定
指定の期間　令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで

◎上富田町産業振興・交流施設「彦五郎」について
上富田町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例第４条の規定により

「特定非営利活動法人ころん」を指定管理者と指定
指定の期間　令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで

◎人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについては、全会一致で適任とす
ることに決定しました。

◎任期満了に伴う上富田町朝来財産区管理会委員選任ついて、議会の同意を求め
られ、全会一致で同意しました。

上富田町　南紀の台　　大隈　優子　　氏
上富田町　　 岡　　　  深見　はつみ　氏

上富田町　　朝来　　　藪内　博文　　氏

公 の 施 設 の 指 定 管 理

人 事 案 件
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令和元年度の各会計の決算認定については、９月定例会後、閉会中に決算審査特別委員会にお
いて審査し、１２月定例会に正垣耕平委員長から審査結果が報告され、その後採決を行い、１３
会計全て認定、議案第７２号「令和元年度上富田町水道事業会計剰余金処分及び決算について」
は可決及び認定をしました。全会計の決算合計額は、歳入１１６億１０９万５，０４３円、歳出
１１５億２，７６０万６，２８４円となっています。

一 般 会 計 の 令 和 元 年 度 決 算 収 支 は、 歳 入 総 額 ６ ５ 億 ３，８ ４ ０ 万 ６ 千 円、 歳 出 総 額
６ ３ 億 ４，６ ３ ２ 万 ６ 千 円 で、 当 年 度 の 収 支 実 績 で は、 繰 越 額 を 除 く 実 質 収 支 額 で
１億７，２７６万８千円の黒字となっているが、単年度収支でも、８，３２２万８千円の黒字となって
いる。

厳しい財政事情が続く中で、行財政改革の効果が現れていると考えるが、今後においても、行政効
果の検討や事務事業の更なる見直しを行うことはもとより、施策の選択、再構築など、限られた財源
を有効に活用され、強固で弾力的な財政体質を確立し、健康で明るい豊かな町づくりに向けて、なお
一層の努力を望むとしています。

◎投資的経費の状況（※道路、橋梁、学校、公共施設等、将来に残るものに支出した経費の状況）
　投資的経費は９２７，０７１千円で、前年度比５４．５％の増となっている。歳出全体の１４．６％を
占めている。

※本年度の主な投資的事業は次のとおり

経常的経費充当財源一般財源等と経常収支比率の過去３年間の推移

単位：千円

◎経常収支比率の状況
　財政構造の弾力性を判断する指標で、比率が低いほど弾力性が大きいことを示すことになり、
本年度の経常収支比率は８７．７％で、前年度に比べ０．６％減少している。
　経常収支比率は一般的に市町村では７５％以下が望ましいとされているので、今後
も経常経費の抑制に留意し、財政構造の弾力性の確保に努められたい。

令 和 元 年 度  決 算 認 定 に つ い て

事　業　名（補助・単独　含） 事　業　費
学校空調設備設置事業 ３０２，６９５
岩田公民館建設事業 １７９，６０９
農業揚水機改修事業 １０１，４７６
道路橋梁維持補修事業 ３９，９９９
文化会館防水事業 ３５，３９６
屋内イベント広場防球ネット・夜間照明改修事業 １９，９３３
富田川土砂浚渫事業 １９，３３２
彦五郎公園トイレ改築事業 １８，８４３
屋内イベント広場人工芝張替事業 １７，５４４
保健センター空調設備改修事業 １２，４５０

年　　度 経常的経費充当財源一般財源等 経常収支比率
令和元年度 ３，７８５，６９３千円 ８７．７％

平成３０年度 ３，４６４，０２９千円 ８８．３％
平成２９年度 ３，３５８，３４３千円 ８８．２％
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◎実質公債費比率の過去３年間の推移

◎公債費の状況
　令和元年度一般会計の元利償還金は６８２，０２４千円、町債の令和元年度末現在高は６，
７５８，９５９千円で、前年度末の現在高より２３，６０３千円の減少となっている。
全会計での公債費の令和元年度末現在高は１０，５５３，２１２千円、町民１人あたりでは約
６７７千円の借入額となっている。

（令和元年１月１日現在人口１５，５９３人）
※昨年度末では町民１人あたり６９万２千円。

　実質公債費比率は１４．７％で、１８．０％を下回っている事から、地方債を借り入れる際に
は起債協議団体となっている。
　実質公債費比率が高いほど財政の硬直化が進んでいることを示すことになる。
　今後なお一層、適正化を図り、財政の健全化に努力されたい。　

※地方公共団体の財政指標について
　平成１９年６月に制定された地方公共団体の財政の健全化に関する法律により、健全化判断
比率及び公営企業の経営の健全化に関する資金不足比率の公表が平成２０年度の決算から適用
となっている。
　これによる上富田町の早期健全化基準は、実質赤字比率１５％、連結実質赤字比率２０％、
実質公債費比率２５％、将来負担比率３５０％で、この４つの指標のうち１つでも基準を超え
ると早期健全化団体となり、財政健全化計画の策定等が義務づけられることになる。
　令和元年度決算における健全化判断比率は、昨年度と同様４つの指標とも早期健全化基準を
下回っているが、実質公債費比率については１４．７％と悪化している。将来負担比率につい
ても７９．０％と、前年度から悪化しており、今後の地方債の借り入れについては、十分留意
をされたい。
　また、公営企業の経営の健全化に関する資金不足比率については、経営健全化基準が２０％
以内となっており、今回報告のあった特別会計の宅地造成事業、農業集落排水事業、公共下水
道事業、水道事業の各会計についても、ともに―で基準を下回っている状況である。
 このように令和元年度の決算については、すべて基準内となっているが、今後においても、
財政の健全化には十分留意されたい。

年　　度 実質公債費
比　率 地方債現在高（普通会計）

令和元年度 １４．７％ ６，７６０，８３３千円
平成３０年度 １４．１％ ６，７８６，５７６千円
平成２９年度 １３．１％ ６，９１８，４１８千円
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